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1 公正マークの PR 活動 「公正マークが貼付された釣竿＝信頼できる釣竿」 
  釣りフェスティバル 2020（2020 年 1月 17 日～19 日 神奈川県横浜市パシフィコ横
浜）及びフィッシングショーOSAKA 2020（2020 年 2 月 7 日～9日 大阪市インテック
ス大阪）に「釣竿の公正マークは、信頼のマークです」「信頼ある釣竿で安全に釣りを楽
しみましょう」をテーマに、本年も出展を行いました。両会場では、公正マークの PR、
機能の説明、調査事業の紹介、感電事故防止啓発アトラクションを実施いたしました。 

 
（１）PR活動の成果 
  当協議会では、会員の皆様のご協力を
得ながら、公正マークの認知度を高める
PR活動を実施しております。多くの釣
り人の皆様が一堂に会するフィッシング
ショーの会場（横浜・大阪 合計 1,000
名）に公正マークについてアンケートを
実施いたしました。 

 
＜アンケートの様子＞ 

 
アンケートの結果によりますと、公正マークが貼付されている釣竿は、「信頼ある釣竿

である」等の印象を持っている方が過半数を超えました。 

   

T O P I C S 
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また釣竿を購入する際に「公正マークを考慮するか」についても過半数に迫る回答を得

ました。 

 
アンケート調査結果の詳細は、令和 2 年 5 月開催の定時総会の資料に掲載予定です。 
今後とも当協議会は、公正マークが釣竿を購入する際の「決め手」としての役割を果たせ
るよう PR活動を推進してまいります。 
 
（２）フィッシングショー出展の様子 

 
                  ＜ブース全景＞ 

 
 
 
 
 
 
 

＜感電事故防止啓発アトラクション＞       ＜公正マークの PR＞ 
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出展された会員の皆様にも、ブース内で公正マークの PRを実施していただきました。 

 
 

公正マークの掲示にご協力いただきまして誠にありがとうございました。 
 
２ 新規施策 WEB広報の実施 
  本年度新規施策として、WEBを利用した広報を実施いたしました。 
 （１）WEBメディアへの広告 
    当協議会では従来、雑誌、新聞等へ広告を掲載しておりますが、これらと平行に

より深く公正マークについて知っていただきたく、釣竿公正マーク周知広報ポスタ
ーのモデル ふくだあかり さんにご協力いただき 2 つのWEBメディアへの広告を
出稿いたしました。 

 
①TSURI HACK 

     ふくだあかりさんに学校の先生役を演じていただき、学生相手に公正マークや
感電事故防止についてわかりやすくお話をしていただきました。この記事はコミ
ュニケーションアプリ LINEからも配信を行いました。 
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記事はこちら（QRコード）からご覧いただけます。 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         ＜LINEからの配信＞ 
 

②ツリグラ 
    インタビュー形式で、公正マークの役割、感電事故防止についてふくだあかりさ

んにお話しいただきました。 
    記事はこちら（QRコード）からご覧いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
（２）役員各社 SNS連携施策 
   第 158 回理事会（令和元年 9 月 5 日開催）にて、決議された SNS連携施策を 12月

25 日（水）正午に実施いたしました。この施策は、加藤慶太理事（株式会社ジャクソ
ン  代表取締役社長）からのご提案で、同日同時刻一斉に SNSに公正マークと内容
の記事を掲載することで当協議会及び公正マークの認知度を高めようとするもので
す。 
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   12 月 25 日には、384,127 の各社フォロワーに釣竿公正マークが通知され、1,000件
近い「いいね」ボタンがクリックされました。また当協議会の HPには、単日で 1 か
月分のアクセスが記録されました。 

【SNSアップ用の公正マーク画像】 

     
    ＜海用＞          ＜川・湖用＞         ＜無地＞ 
 

【役員企業による釣竿公正マーク紹介】 
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３ 調査事業 
 （１）会員対象調査 

当協議会調査指導委員会（姫野哲司 委員長）は、8 月 1 日（木）東京八丁堀の日本
フィッシング会館 8 階にて第 13 回会員対象調査を実施いたしました。会員対象調査に
ご協力いただいた会員の皆様には、改めまして御礼申し上げます。 
当日は、8 名の委員が釣竿の表示に関する公正競争規約が規定する必要表示事項の確

認と計測器を用いた実測を行いました。調査終了後、ご協力いただきました会員の皆
様へ、調査結果報告書をお送りいたしました。 

 
【会員対象調査の様子】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜必要表示事項の確認＞      ＜全長 仕舞寸法計測＞ 
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      ＜自重計測＞              ＜先径・元径計測＞                        
 
（２）店頭調査 
    調査指導委員会では、9 月から 11月にかけ日本全国の小売店に委員が出張し、

釣竿の表示の実態を調査いたしました。調査にご協力いただきました釣具店の皆
様には改めまして御礼申し上げます。 

    店頭調査では、会員、会員外を問わず釣竿の「表示」を調査いたしました。調
査結果につきましては、12 月 11 日開催の理事・監事・調査指導委員会委員が参
加し開催された「釣竿の表示に関する調査報告会」で報告されたのち、調査報告
書を会員の皆様へお送りいたしました。 

    なお、調査結果につきましては、この機会に表示を見直していただく一つのき
っかけとしていただけますよう、お願い申し上げます。 

 
（３）繊維含有率検査 
    事務局では、2020 年 1 月に釣竿の表示に関する公正競争規約が定める「使用材

料別名称表示（カーボンロッド、グラスロッド並びに複合ロッド）」の正しさを確
認するため、専門の第三者機関である一般財団法人カケンテストセンターに依頼
し、釣竿を構成する繊維の含有率を検査実施いたしました。 

             【繊維含有率調査の概要】 
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この調査は、2 年に一度の輪番制で会員の皆様に協力をお願いしている調査になり
ます。 

 
４ 令和元年度釣り研修の実施 

  9 月 6 日（金）、藤井会長、鈴木隆副会長、理事、監事ならびに調査指導委員会委員ら
が、株式会社つり人社 鈴木康友 会長、株式会社つり情報社 根岸伸之 代表取締役を講
師としてお招きし、東京湾木更津沖にて江戸前のキス釣りを体験いたしました。 

         
＜講義を行う根岸社長＞       ＜研修にご参加いただいた皆さん＞ 

 

 
▼令和元年度（1/31まで）消費者庁は、景品表示法に基づく 26件の措置命令と 9 件の課
徴金納付命令を行い、また都道府県は 10 件の措置命令を行いました。 

 
▼東京都は、12 月 18日に子供用のライフジャケットの浮力について不当な表示を行って
いた事業者に対して、景品表示法第 7 条 1 項の規定に基づき措置命令を行いました。 

 

 
 
第 158 回理事会 

日 時  令和元年 9 月 5 日（木） 15：00～17：00 
   場 所  日本フィッシング会館 8 階会議室 
         東京都中央区八丁堀二丁目 22 番 8 号 
   議  案 
    第 1 号議案 理事辞任について 

景品表示ニュース 

理 事 会 レ ポ ー ト 
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    第 2 号議案 第 42 回調査指導委員会及び第 13 回会員対象調査について 
    第 3 号議案 第 36 期（令和元年度）中間決算の見通しについて 
    第 4 号議案 周知広報について 
    第 5 号議案 退会について 
    第 6 号議案 海外商標について 
    第 7 号議案 その他 
第 159 回理事会 

日 時  令和元年 12 月 11 日（水） 14：00～17：30 
   場 所  リファレンス会議室 2307号室 

大阪市北区梅田 1-11－4 大阪駅前第 4 ビル 23 階 
   出席者数 理事 11 名、監事 1 名、オブザーバー 1 名 
   議  案 
    第 1 号議案 令和元年度中間監査について 
    第 2 号議案 公正マーク・商標について 
    第 3 号議案 周知広報について 
    第 4 号議案 その他 
第 4 号議案審議終了後、調査指導委員会合同開催「釣竿の表示に関する調査報告会」を
開催しました。 

                            
理事会の具体的な内容につきましては、議事録をご確認ください。 

 
会員数：令和 2 年 3月 1 日現在 64 社 
 
【退 会】 
◆株式会社ブリーデン（代表取締役 村井 光一 氏）が令和元年 7 月 26 日付で退会され
ました。 

 

  
■釣竿公正マーク周知広報ポスター配布ご協力のお願い 

釣竿の公正マーク周知広報ポスターを、2020 年度も春夏版・秋冬版の 2 種類を作成
いたします。 

会 員 動 向 

事務局からのお知らせ 
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業務繁多の折、誠に恐縮ですが、会員の皆様におかれましては、ポスターを貴社イ
ベント等での掲示、貴社ご関係の釣具店、船宿、釣り船店等への配布にご協力いただ
けますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。4 月上旬までに春夏版を、10 月上旬
までに秋冬版をお送りいたします。 
 

■公正マーク価格改定・最小販売単位数変更のお知らせ 
  原材料費や配送料等の値上げに伴い、令和 2 年 4 月 1 日発送分より一部シールの価格
変更及び最小販売単位数を変更させていただきます。 

   
■公正マーク使用申請書のご提出と公正マークの釣竿への貼付についてのお願い 
  いつも釣竿の適正な表示にご協力いただきましてありがとうございます。公正マーク
を釣竿に貼付いただく際には、「公正マーク使用に関する申請書」のご提出が必要です。
新機種だけではなく、機種およびシリーズ等追加製品に公正マークを貼付する際にも、
機種もしくはシリーズごとに「公正マーク使用申請書」のご提出をお願いしておりま
す。申請書は、冊子「釣竿の表示について」または、当協議会ホームページからもダウ
ンロードできますので、併せてご利用ください。 

  申請につきましてご不明な点等ございましたら、事務局までお問い合わせください。 
 
■当協議会 PRパンフレット 
  公正マークの紹介、必要表示事項、当協議会の事業、感電事故防止などをまとめた A4
サイズのパンフレットを作成いたしました。フィッシングショー等のイベントや、新規
会員勧誘等に使用してまいります。 

 
 
 

〒104-0032 
東京都中央区八丁堀二丁目 22 番 8 号 日本フィッシング会館 5 階 
TEL 03-3206-1130   FAX 03-3206-1140 
e-mail  tsurizao@jaftma.or.jp   
web    http://www.jaftma.or.jp/koutori/ 
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